
 

「2026 年度こどもっと KOBE くらぶ事業運営業務」委託仕様書 
 
１ 件名 

2026 年度こどもっと KOBE くらぶ事業運営業務 

 

２ 事業の概要 

こどもっと KOBE くらぶ事業※の事務局として運営に関する業務を行う。 

※こどもっと KOBE くらぶ事業とは、小学生までのお子さんを持つ神戸市（以下市）内在

住の方を部員に任命し、神戸で楽しく生活する様子を、SNS などを活用し、子育てをす

る保護者の視点で発信することによって、「子育てがしやすい街」というイメージの醸

成を図ることを目的に実施する。 

 〇 想定する発信内容 

  投稿を見た子育てをする保護者が真似・参考としたくなるような内容 

・日常の様子 

・お子さんと一緒に楽しめる市内のスポット・お店 

・市の子育て施策を活用して良かったこと 

・子育てをしながら取り組む自分磨き 

・市内施設（民間施設含む）の利用や市内イベント・行事への参加 など 

〇 公式ＳＮＳ 

  Instagram 及び X（旧 Twitter）を併用する。 

  〇 情報発信のターゲット 

神戸市及び近隣都市在住の子育て世帯（妊娠中～学齢期）及びプレ子育て世代（新婚世

帯、結婚・出産を考えている方） 

 

３ 契約期間 

2026 年４月１日～2027 年３月 31日 

 

４ 業務内容 

（１）部員とのコミュニケーション  

① 既存部員への任命事務 

・前年度から引き続き継続して任命する部員に継続の連絡をすること。 

② 部員の募集 

・部員の募集に関する事務を行うこと。 

・市の提示する人数（20 名程度を予定）の新規部員を募集すること。 

・部員募集については、応募者増加につながる PR 広告の発信を行うこと。 

・応募者の中から、書類選考と面接を経て市とともに決定すること。 

・応募者と面接するにあたって、「面接シート」を作成すること。「面接シート」には、

応募者の氏名、居住区、子どもの年齢、アカウント、フォロワー数、直近投稿のサム

ネイル画像の他、面接に必要な情報を記載すること。面接後には、ヒアリング内容を



 

簡単に記録すること。面接内容については、市と協議の上決定すること。 

・書類選考の際、過去の投稿を確認し、任命する方を提案すること。 

・市が任命することを決定した方に対し、任命する旨の連絡を行うこと。部員に任命し

ない方に対しては、任命しない旨の連絡を行うこと。 

・応募者への連絡については、誤送付等がないよう細心の注意を払うとともに、複数の

チェックなど誤りの起こらない体制を構築すること。 

（留意事項） 

・部員の公募等の内容に関しては、市と協議のうえ、決定すること。 

・募集時には、選考に必要な名前・年齢・住所・メールアドレス・SNS アカウント等の

情報を収集し、そのデータを神戸市に引き渡すこと。 

・面接の日程を調整するとともに、面接までに審査案を作成し、市に提出すること。 

・面接において、協議のうえ決定・追加した基準等について記録し、面接終了後に提出

すること。 

③ 連絡調整 

・Email や郵送、公式アカウントのダイレクトメールのほか、LINE 公式アカウントにて

2026 年度部員のグループを作成し、部員との連絡・調整を行うこと。 

・部員からの問い合わせや緊急連絡等に対応できる体制を整えること。 

④ 部員からの問い合わせ対応 

・部員から問い合わせを受けた際には、内容を確認し回答を行うこと。 

・回答の内容は、必要に応じて市と協議を行うこと。 

⑤ 次年度の意向確認・活動終了の連絡 

・「就任後５年目の年度末をもって、再任をしない」ルールについて、然るべき時期に全

部員に告知をすること。 

・市が示す投稿基準を満たす部員に対して、次年度の活動継続に関する意向確認をする

こと。このうち、2023 年度任命部員（第 4期生）に対しては、併せて 2027 年度末で任

期終了となることを告知すること。 

・投稿基準を満たさない部員に対しては再任しない旨の連絡をすること。なお、該当部

員については 12 月までに把握し、現状のままでは年度末で再任できない旨を告知する

等、連絡にあたっては、市と協議の上、丁寧な対応をすること。 

 

（２）部員の投稿促進  

① LINE 公式アカウントでの配信 

・市から提供する子育て関連施策や、家族で行って楽しい市内の施設・行事の案内等  

の部員にとって有益な情報があれば、月に１回程度配信すること。 

② PR グッズの作成 

・活動の PR 及び部員のモチベーション向上につなげるため、PR グッズを作成し部員に

配付すること。あわせて市にサンプルを納品すること。 

・企画にあたっては、過去に配布された PR グッズの状況を踏まえて市に提案すること 



 

・企画にあたっては、活動の PR に繋がるよう工夫すること。 

【過去 PRグッズ】 

2023 年度 ポーチ 

2024 年度 スマホポーチ＆ラバーストラップ 

2025 年度 冷感タオル 

 （留意事項） 

・委託費の範囲内で実施すること。 

ただし、あらかじめ協議のうえで市が認めた場合は、この限りでない。 

③ 市施設の招待券・優待券の送付 

・市が準備する施設等の招待券・優待券を部員に配付すること。 

・招待券・優待券の枚数が部員数に満たない場合には、部員に対して公平に配付できる

よう希望者を募るなど配慮すること。 

（留意事項） 

・部員へ郵送する費用については、委託費の範囲内で実施すること。  

（３）イベントの企画・運営  

① 任命式の実施 

・新規部員の決定後、活動に関する任命式を実施すること。 

・任命式の実施場所は、市保有施設に限らず、民間施設等を含めて、子連れの親子が楽

しく集まれる場所を提案すること。その上で、市と協議し決定すること。 

・任命式の開催に関して、必要に応じて実施場所の運営者と調整を行うこと。 

・任命式の内容に関して、部員同士が打ち解けられるきっかけとなるプログラムや、交

流できる時間を確保するよう企画し、提案すること。 

・任命式当日のタイムスケジュール及び進行台本、当日用資料を作成し、開催２週間前

までに提出すること。ただし、内容の修正に関して市から指示があった場合は対応す

ること。 

・当日の運営に関しては、原則リハーサルを行い、円滑な進行に努めること。 

・任命書を制作し、既存と新規部員の両方に交付すること。 

（留意事項） 

・実施にあたっては、出席状況や部員の希望に応じてオンラインでの開催も検討するこ

と。 

・任命式の実施にあたっては、司会者をはじめ、式の進行や運営に必要な人員体制を 

確保すること。 

・委託費の範囲内で実施すること。 

ただし、あらかじめ協議のうえで市が認めた場合は、この限りでない。 

② 交流会の実施 

・部員が意見交換し、集まる場を２回以上設けること。なお、任命式は回数に含めない。 

 なお、年度内最後の交流会は任期満了し卒業する部員への卒業式の要素を含めること。 

・交流会の実施場所は、市保有施設に限らず、民間施設等を含めて、子連れの親子が楽



 

しく集まれる場所を提案すること。その上で、市と協議し決定すること。 

【過去の実施場所】  

2023 年度 東遊園地／KIITO 

2024 年度 おやこふらっとひろば名谷／こべっこランド(ホール) 

2025 年度 しあわせの村／こべっこランド(ホール) 

・交流会の開催に関して、必要に応じて実施場所の運営者と調整を行うこと。 

・交流会の内容に関して、部員同士が打ち解けられるきっかけとなるプログラムや、交

流できる時間を確保するよう企画し、提案すること。 

・交流会当日のタイムスケジュール及び進行台本、当日用資料を作成し、開催２週間前

までに提出すること。ただし、内容の修正に関して市から指示があった場合は対応す

ること。 

・当日の運営に関しては、原則リハーサルを行い、円滑な進行に努めること。 

（留意事項） 

・実施にあたっては、社会情勢などに応じてオンラインでの開催も検討すること。 

・交流会の実施にあたっては、司会者をはじめ、式の進行や運営に必要な人員体制を確

保すること。 

・安全体制を充分に確保すること。そのうえでイベント保険への加入などにより事故や

怪我などの万一の場合にも委託費の範囲内で備えること。 

・委託費の範囲内で実施すること。 

ただし、あらかじめ協議のうえで市が認めた場合は、この限りでない。 

 

③ 投稿勉強会の実施 

・部員の投稿促進やより伝わる投稿が制作できるよう、投稿の制作の工夫、リール投稿

用動画の撮影や編集手法、投稿の際に気を付けるポイントなどを学ぶ機会を、１回設

けること。 

・部員にアンケート等で集まりやすい日時を確認の上、決定すること。30分から１時間

程度のオンラインでの開催を基本とする。 

・部員の希望が強い場合は、オフラインでの開催を行うこと。開催場所については市と

協議の上、決定すること。 

・勉強会の内容について事前に市に報告すること。内容に関して市から指示があった場

合は対応すること。 

・当日の運営に関しては、円滑な進行に努めること。 

（留意事項） 

・勉強会の実施にあたっては、司会者をはじめ、式進行や運営に必要な人員体制を確保

すること。 

（４）公式 SNS（Instagram・X（旧 Twitter））アカウントの管理運営  

① アカウントの運用・公式投稿（フィード・リール・ストーリーズ）の作成 

・市が指定するアカウントを使用すること。アカウント使用にあたっては、当該アカウ



 

ントが市メールアドレスに紐づけられていることに留意すること。また、業務終了後

は、市にアカウントを引き継ぐこと。 

・月に８～９回、公式 Instagram のフィード投稿を活用し、子育て施策やイベント情報

等を発信すること。フィードまたはリール投稿を行った場合はストーリーズ投稿など

も活用し、閲覧数を伸ばす工夫を行うこと。なお、フィードまたはリール投稿・スト

ーリーズ投稿の両方に投稿した場合は、あわせて１回分の投稿とみなす。 

・2 か月に 1 回程度、公式 Instagram のリール投稿を活用し、市の子育て施策や市の子

育て施設等の実体験や実際に利用した様子を伝え、やってみたい・行ってみたいと共

感できる内容を発信すること。 

・2026 年度のリール投稿の候補は、以下のとおりである。候補から制作・投稿の年間ス

ケジュールを立て、市と協議して決定すること。 

産後ケアの利用・まちなか自習室の利用・児童館でのプログラムの体験・外遊びの体

験・こべっこランドの利用・こどもっとひろば（児童館）の利用 

・市からリール投稿の企画・構成を提案するので、それを校正し絵コンテ等（必要な動

画のカット数、カットの秒数と内容が分かるもの）を制作し、投稿の前々月中に市と

協議のうえ絵コンテを決定すること。 

・絵コンテに沿って市で撮影した動画素材を投稿の１か月前に提供する。その動画素材

をリール投稿に編集し、投稿すること。ただし、現地の状況によって撮影できないカ

ットがあった場合は、市と協議の上、絵コンテの修正を行った上でリール投稿に編集

すること。 

・市が依頼した臨時の情報の発信業務を行うこと。なお、画像等を市が作り投稿作業の

み依頼した場合は、前項の月８～９回の回数には含めない。 

・子育て応援サイト「こどもっと KOBE」で定期配信している専門家コラム（月２回程度

配信）、こどもっとこうべ園（月２回程度配信）を市が配信した際は、市からの依頼に

基づきストーリーズ投稿を行い、効果的な発信に協力すること。なお、不定期的に市

が新規記事を作成した場合もこれに準じて対応すること。 

・その他ストーリーズ投稿やリール投稿について効果的な発信について提案すること。 

・部員にとって有益な情報を収集し、公式 Instagram で発信する内容を市に提案するこ

と。内容決定にあたっては、市の施策とイベント情報をバランスよく織り交ぜて投稿

できるよう検討すること。 

・公式 Instagram で発信する内容に関しては、市と協議のうえ、決定すること。 

・市の子育てのイメージ醸成につながるよう、トーン＆マナーを意識し、公式投稿の画

像及び投稿文を作成すること。 

・契約期間終了までに、2027 年４月分の公式投稿を３投稿以上作成すること。また、そ

のなかから２投稿程度を 2027 年４月 10 日投稿分まで予約し、市に内容を共有するな

ど、適切に引き継ぐこと。 

・契約期間終了前にアカウントの設定変更などへの準備も適切に対応すること。 

・市が依頼した場合は、他の市公式アカウントで発信された投稿に対して、リポストす



 

ること。 

（留意事項） 

・管理するアカウントのログを適切に管理し、市に求められた場合は、報告を行うこと。 

・事務局として投稿する内容については、あらかじめ市と協議し、定める要領に則った

ものとすること。また、疑義がある事項や新たな内容については、事前に市の承認を

得ること。 

・公式 Instagram のフィードまたはリール投稿・ストーリーズ投稿の使い分けにあたっ

ては、それぞれの投稿の特性や閲覧するユーザーの属性を理解して、内容を検討し、

市に提案すること。 

・公式投稿の画像及び投稿文の作成にあたっては、市の公式 HP 等を参照すること。ただ

し、内容をそのまま掲載するのではなく、ユーザー視点に立って読みやすい文章や構

成に編集し、提案すること。 

・公式 Instagram の偽アカウント等が発生した場合、速やかに市へ報告し、部員への注

意喚起を行うこと。なお、注意喚起の方法については市と協議のうえ対応すること。 

 

② 部員投稿の管理・リポスト 

・原則毎日、各部員の投稿内容を確認すること。こどもっと KOBE くらぶ事業実施要領第

６条に準拠していることを確認した部員投稿には「いいね」をすること。 

・原則毎日、部員が個人の SNS 上で発信する投稿について、リポストに相応しい投稿が

あれば速やかに公式 Instagram で発信すること。（1 日 2～3 件を目安とし、部員の投

稿数とあわせて変動させること） 

・部員の投稿内容や傾向を踏まえ、リポストした部員の投稿へのフォロワー等のリアク

ションを分析し、部員へ適切にフィードバックすること。 

・疑義がある事項は、事前に市の承認を得ること。 

・市の指定するハッシュタグのついた部員以外の投稿で、市の子育ての PR になるものに

ついて、リポストすること。 

・契約期間終了までに、2027 年４月分部員リポスト投稿を 2027 年４月 10 日投稿分まで

予約し、市に内容を共有するなど、適切に引き継ぐこと。 

（留意事項） 

・個人の投稿は写真・文章ともに、原則もとのままリポスト等すること。 

・投稿をリポスト等する際は、できるだけ同じ部員に偏らないようにすること。 

・投稿をリポスト等する際は、フォロワーの興味関心が薄れないよう、できるだけ同じ

内容に偏らないよう配慮すること。  

③ アカウントの認知度向上 

・公式アカウントの認知度向上のため、対象人口などを分析したうえで、フォロワー数

の目標値を設定し、目標を達成するように取り組みを行うこと。 

・Web 広告配信など、部員募集 PR とは別に効果の高い PR を年間２回以上実施し、目標

を達成できるよう努めること。 



 

（留意事項） 

・広告の時期と媒体については、あらかじめ市と協議すること。 

・フォローやリポスト、コメントの見返りとして、現金や現金に相当する景品の提供を

申し出ることは、禁止とする。 

・新たにフォロワーを獲得するために、印象的な広告内容になるよう、まとめ投稿等と

連携させるなど、必要に応じて一体で検討すること。 

 

（５）ディレクション 

① 効果的な情報発信のための情報収集 

・ターゲット層へ効果的に情報発信するために必要な情報を収集すること。 

・情報は、子育て施策やイベント情報をはじめとして、幅広く収集すること。 

・収集した情報は、ニュースレターの作成・配信、公式 SNS アカウントの管理運営等を

はじめとする事業運営業務に活かすこと。 

・発信の際は、こどもの対象年齢ごとに紹介するなど発信の仕方を工夫すること。 

 （収集する情報の例） 

 子育て施策 

 イベント情報（民間のイベントも含む） 

 口コミ情報 

 メディア情報 

 スイーツや子供服、おもちゃなどのトレンド情報 

 季節の情報（SNS プラットフォームが提供するモーメントカレンダーなどを参考

にすること） 

② 効果の検証 

・日々の投稿へのフォロワー等のリアクションを踏まえ、下記項目について分析を行う

こと。 

 ターゲット層（子育て世帯・プレ子育て世代）が求めている情報 

 ターゲット層への効果的な発信手法 

・アカウント及び公式投稿の拡散状況など、ターゲット層へのアプローチについて、取

り組みの効果を検証し、その結果を 9 月と 3 月に報告すること。また、9 月の報告内

容を踏まえ、10月以降の運営業務の改善に関する提案を行うこと。 

③ 検証・分析結果の運営業務への反映及び投稿計画の策定 

・前項の検証・分析結果を運営業務の改善に活かすこと。 

・前項の検証・分析結果に基づき投稿方針を定め、事業実施期間において計画的に投稿 

すること。 

・投稿にあたっては、効果的な情報発信のための投稿内容・投稿時期を計画すること。 

・投稿方針については、市と協議し、必要に応じて見直しを行うこと。 

・投稿方針に基づき、公式投稿及びニュースレターで発信する内容を市に提案すること。 

 



 

④ 投稿頻度が低い部員への対応 

・投稿頻度が低い部員に対しては、Email や LINE、Instagram のダイレクトメール等で

連絡し状況を伺うなど、現況の把握とモチベーション向上に努めること。 

・投稿が１か月以上無い部員については市に報告し、対応を協議すること。 

 

（６）打ち合わせの実施  

  ・月に１度、前月の振り返りと新規・進行中の案件について、打ち合わせを実施するこ

と。（Web 会議での開催でも可とする） 

・市が指定する項目について、報告すること。 

・打ち合わせ後、1週間以内に議事録を作成し、提出すること。 

（留意事項） 

・打ち合わせの 1 日前には、当日のレジュメ案を提出し、事前に報告内容を共有してお

くこと。 

 ・Web 会議で実施する場合、打ち合わせ用 URL を設定し、事前に市に共有すること。 

 ・開催日程の調整等は事業者より行うこと。 

 

（７）その他  

  ・事業のために使用、作成いただいたパワーポイントや資料などについては、事業終了

後つぎの事業者へ引き渡すため契約終了までにその準備を行うこと。 

  ・その他部員等の運営に係る業務。 

・上記全ての業務に関しての市への報告業務。 

 

（参考）アカウント運用・公式投稿の参考となる情報 

・市ホームページ（https://www.city.kobe.lg.jp/） 

・子育て応援サイトこどもっと KOBE（https://kodomotto-kobe.jp/） 

・市公式イベントサイト「おでかけ KOBE」（https://event.city.kobe.lg.jp/） 

・神戸公式観光サイト FeelKOBE（https://www.feel-kobe.jp/） 

・記者資料提供（https://www.city.kobe.lg.jp/a57337/shise/press/index.html） 

  ・広報紙 KOBE

（https://www.city.kobe.lg.jp/a57337/shise/koho/kouhoushi/index.html） 

５ 実施体制 

本仕様書に記載した業務を円滑かつ確実に遂行することが可能な体制を整備すること。 

業務全体を統率する統括責任者を 1名、部員との連絡調整担当者を 1名以上おくこと。 

 

６ 契約額 

 12,000,000 円（うち消費税及び地方消費税相当額 1,090,909 円） 

 

 

https://www.city.kobe.lg.jp/
https://kodomotto-kobe.jp/
https://event.city.kobe.lg.jp/
https://www.feel-kobe.jp/
https://www.city.kobe.lg.jp/a57337/shise/press/index.html
https://www.city.kobe.lg.jp/a57337/shise/koho/kouhoushi/index.html


 

７ その他の留意点 

（１）再委託について 

原則として、本業務の全部または一部を第三者に再委託してはならない。ただし、事

前に書面にて報告し、市の承諾を得たときは、この限りではない。 

 

 （２）著作権の帰属 

この契約により作成される成果物の著作権は以下に定めるところによる。 

   ① 成果物の著作権（著作権法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。）は発注者

である市に無償で譲渡するものとする。 

    ② 受託者は、市の事前の回答を得なければ、著作権法第 18条及び第 19 条を行使する

ことができないものとする。 

 

（３）秘密の遵守 

受託者は、本業務により知り得た情報等を本業務においてのみ使用することとし、こ

れらを他の目的に使用し、又は他のものに漏洩してはならない。本業務の契約が終了し、

又は解除された後においても同様とする。 

 

（４）情報セキュリティ 

業務の遂行にあたっては、本市の「神戸市情報セキュリティポリシー」及び「情報セ

キュリティ遵守特記事項」を遵守すること。 

なお、「神戸市情報セキュリティポリシー」及び「情報セキュリティ遵守特記事項」

については、以下のホームページを参照すること。 

https://www.city.kobe.lg.jp/a06814/shise/jore/youkou/0400/policy.html 

 

（５）第三者の権利侵害 

受託者は、納品する成果物について、第三者の商標権、肖像権、著作権、その他の諸

権利を侵害するものではないことを保証することとし、成果物について第三者の権利を

侵害していた場合に生じる問題の一切の責任は、受託者が負うものとする。 

 

（６）禁止事項 

以下の事項を含む内容を制作・掲載（シェア・リポストを含む）することは認めない。 

・公序良俗に反する恐れのあるもの 

・違法行為又は違法行為を煽る内容に関するもの 

・人種、思想、信条等の差別又は差別を助長させるもの 

・誹謗中傷を含むもの 

・単なる噂又は噂を助長させるもの 

・わいせつな内容又はその内容を含むホームページのリンク 

・業務上知りえた秘密や個人情報に関するもの 

https://www.city.kobe.lg.jp/a06814/shise/jore/youkou/0400/policy.html


 

・政治性のあるものや選挙に関係するもの 

・宗教性のあるものや迷信、非科学的なものに関するもの 

・社会問題又は係争中の案件についての主義主張にかかるもの 

・社会的、市民生活的な観点から適切でないもの 

・消費者保護の観点から適切でないもの 

・市又は他者の権利を侵害する恐れのあるもの 

・市のイメージを低下させる恐れのあるもの 

・内容が著しく拙劣なもの 

・その他社会通念に照らして市が不適当と認めるもの 

 

８ 委託業務の履行場所、作業場所 

市内各所及び事業者の事務所 

 

９ 成果物納品場所 

神戸市企画調整局広報戦略部・神戸市こども家庭局こども未来課 

 

10 その他 

本仕様書に定めのない事項または本仕様書について疑義の生じた事項については市と受

託者とが協議して定めるものとする。 


